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法改正に伴う変更のお知らせ 

 

 

この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書の記載内容について、法改正に伴い、以下のような変更がございますので、お知らせいたします。 

なお、発行年月日により対象となる変更箇所が異なる場合がございますので、お手元の書籍の奥付で発行年月日を

ご確認のうえ、変更していただきますようお願いいたします。 

 

●お知らせ 

１．下記は、本書の記載内容について、令和７年７月１日より後に公布された法令等であって、令和８年度試験の対象となるもの（令

和８年４月 10 日現在施行のもの）についての変更箇所です。 

２．条文番号の変更については、原則として、記載を省略しています。 

 

 

■「第 10 版 第１刷（2025 年８月 22 日）」をお持ちの方 

頁 該当箇所 改正前 改正後 公開日 

145 

■３  タイトル 保険料率（令和７年度） 保険料率（令和８年度） 2026.5.29 

本文 １行目 令和７年度の～ 令和８年度の～ 2026.5.29 

本文 ４～５行目 

② 雇用保険率 

【一般の事業】1,000 分の 14.5、【農林水産業※・

清酒製造業】1,000 分の 16.5、【建設の事業】

1,000 分の 17.5 です。 

【一般の事業】1,000 分の 13.5、【農林水産業※・

清酒製造業】1,000 分の 15.5、【建設の事業】

1,000 分の 16.5 です。 

2026.5.29 

150 問題■７  １行目 令和７年度の～ 令和８年度の～ 2026.5.29 

177 ■３  表下 ※ ～、「150 万円未満」となる予定。 ～、「150 万円未満」となる。 2026.5.29 

191 欄外  

～、令和７年度の都道府県単位保険料率は全国

平均で 1,000 分の 100、介護保険料率は全国一

律で 1,000 分の 15.9 です（子ども・子育て支

援金率は本書編集時点で未定）。 

～、令和８年度の都道府県単位保険料率は全国

平均 1,000 分の 99.9、介護保険料率は全国一

律で 1,000 分の 16.2 です（子ども・子育て支

援金率は 1,000 分の 2.3）。 

2026.5.29 

199 
欄外  

１行目 
～、基本的に令和７年度の新規裁定者～ ～、基本的に令和８年度の新規裁定者～ 2026.5.29 

207 ■３  タイトル ～（新規裁定者に係る令和７年度価額） ～（新規裁定者に係る令和８年度価額） 2026.5.29 

２ 

4 



（１）図中 

 

 

 

 

 

 

 

2026.5.29 

（２）【例】計算式 ＝812,640 円 ＝827,883 円 2026.5.29 

209 ■３  ２行目 
～（令和７年度価額：最高 238,600 円～最低

16,033 円）。～ 

～（令和８年度価額：最高 243,100 円～最低

16,335 円）。～ 
2026.5.29 

214 

■１  タイトル ～（新規裁定者に係る令和７年度価額） ～（新規裁定者に係る令和８年度価額） 2026.5.29 

（１）表 

左から３列目 
年金額 

１級 1,039,625 円 ～ 

２級 831,700 円 ～ 
 

年金額 
１級 1,059,125 円 ～ 

２級 847,300 円 ～ 
 

2026.5.29 

（２）表 

左から３列目 

子の 

加算額 

第１子・第２子 239,300 円 ～ 

第３子以降  79,800 円 ～ 
 

子の 

加算額 

第１子・第２子 243,800 円 ～ 

第３子以降  81,300 円 ～ 
 

2026.5.29 

218 

■１  タイトル ～（新規裁定者に係る令和７年度価額） ～（新規裁定者に係る令和８年度価額） 2026.5.29 

表中 基本額 831,700 円 847,300 円 2026.5.29 

表中 子の加算額 

第１子分 239,300 円 なし 

第２子分 239,300 円 239,300 円 

第３子以降分 79,800 円 79,800 円 
 

第１子分 243,800 円 なし 

第２子分 243,800 円 243,800 円 

第３子以降分 81,300 円 81,300 円 
 

2026.5.29 

①【例】 
831,700 円＋239,300 円＋239,300 円＋79,800 円＝

1,390,100 円（全額妻に支給） 

847,300 円＋243,800 円＋243,800 円＋81,300 円＝

1,416,200 円（全額妻に支給） 
2026.5.29 

②【例】 
831,700 円＋239,300 円＋79,800 円＝1,150,800 円 

～３で割った額＝383,600 円（子１人の額） 

847,300 円＋243,800 円＋81,300 円＝1,172,400 円 

～３で割った額＝390,800 円（子１人の額） 
2026.5.29 

222 
■１  表中 

下から１行目 
令和９年度以後  未定 未定 

 

令和９年度  1.076 18,290 円 
 

2026.5.29 

246 

（２）タイトル ～（令和７年度価額） ～（令和８年度価額） 2026.5.29 

（２）表 

配偶者 
239,300 円 

＋特別加算額 

子 
第１子・第２子 239,300 円 

第３子以降 79,800 円 
 

配偶者 
243,800 円 

＋特別加算額 

子 
第１子・第２子 243,800 円 

第３子以降 81,300 円 
 

2026.5.29 

（２）吹き出し内 

表 右列 

特別加算額 

 35,400 円 

 70,600 円 

106,000 円 

141,200 円 

176,600 円 
 

特別加算額 

 36,000 円 

 71,900 円 

108,000 円 

143,900 円 

179,900 円 
 

2026.5.29 

247 

■２  本文 

下から２行目 
～支給停止調整額（法定額は 62 万円～ 

～支給停止調整額（法定額は 62 万円、令和８

年度に適用される額は 65 万円～ 2026.5.29 

【例】 ～（66 万円－62 万円）×1/2＝２万円停止 ～（66 万円－65 万円）×1/2＝5,000 円停止 

250 

（２）タイトル ～（令和７年度価額） ～（令和８年度価額） 2026.5.29 

（２）表 配偶者に係る加給年金額 239,300 円 ～ 
 

配偶者に係る加給年金額 243,800 円 ～ 
 

2026.5.29 

831,700 円 

（令和７年度価額） 

 

847,300 円 

（令和８年度価額） 

 



255 
（１）② 

２行目 
～（令和７年度価額：623,800 円）」～ ～（令和８年度価額：635,500 円）」～ 2026.5.29 

294 
■１  図中 

改定率 上カッコ内 
令和７年度は新規裁定者が 1.065 令和８年度は新規裁定者が 1.085 2026.5.29 

319 

（２）図中 
（令和７年は年 2.4％） （令和８年は年 2.8％） 

2026.5.29 
（令和７年は年 8.7％） （令和８年は年 9.1％） 

欄外  

１行目 
～（令和７年は年 8.7％）～ ～（令和８年は年 9.1％）～ 2026.5.29 

 

３ 


